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第 1 章　下水道事業ビジョン策定の趣旨

 

 

 

 

これまで下水道事業は、生活環境の改善や公共用水域の水質向上対策、市街地の

浸水対策などを目的に、市街地の拡大とともに拡張・整備に特化して市民の生活と

公衆衛生の向上に寄与してきました。 

しかしながら、下水道事業を取り巻く状況は、施設面で整備後すでに約５０年経

過した施設の老朽化によって、設備の修繕や更新が必要となっています。さらには

耐震化対策、局所的な集中豪雨などの災害に備えた防災・減災対策も実施していか

なければなりません。 

また一方で、経営面においては人口減少時代を迎え、下水道使用料収入が伸び悩

む中で、老朽化した多くの施設の維持管理や災害対策の実施をしなければならない

厳しい状況となっています。 

こういった状況を踏まえ、これまで以上の安心できる水環境と安全で安定した豊

かな生活を守り続けるために、現状と将来の見通しを把握・分析し、今後取り組む

べき課題や方向性を示していくことが重要であると考えます。 

下水道を取り巻く環境が変化していく中で、今後も下水道のサービスを継続的か

つ安定的に提供していかなければならないことから、施設・組織・経営の一体管理

による健全な事業運営の実現に向けて、主要な計画に基づき中長期の下水道の将来

像を描き、本市が必要とする施策や事業について、事業内容や実施優先順位等の方

針設定、経営面の見通しを明確にするため、この『射水市下水道事業ビジョン』を

策定しました。 

本ビジョンでは、令和５年度を初年度とする「第３次射水市総合計画」や、「新下

水道ビジョン加速戦略（令和４年度改訂版）」の公表及び令和６年能登半島地震等さ

まざまな情勢変化にも対応するため、現「射水市下水道ビジョン」の取り組みを評

価した上で、持続可能な下水道事業を見据え、下水道事業ビジョンの見直しを行う

ものです。 

 

 

 

第１章 下水道事業ビジョン策定の趣旨

1-1 策定の趣旨
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第 1 章　下水道事業ビジョン策定の趣旨

 

 

このビジョンは、令和２年度に策定した下水道事業ビジョンの見直しを図り、新

たな下水道事業ビジョンを策定することを目的としています。 

『豊かな自然　あふれる笑顔　みんなで創る　きららか射水』の実現のために策

定された『射水市総合計画』を上位計画とし、『射水市雨水管理総合計画』、『射水市

下水道ストックマネジメント計画』、『射水市下水道経営戦略』、国土交通省の『新下

水道ビジョン』、『新下水道ビジョン加速戦略』、富山県の『富山県全県域下水道ビジ

ョン 2018』などの趣旨を踏まえて策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図　下水道事業ビジョンの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

図　下水道事業ビジョンの体系図  

1-2 下水道事業ビジョンの位置付け

● 第３次射水市総合計画 
（令和５年～令和 14 年度）

国（国土交通省）の施策 
●新下水道ビジョン加速戦略 

（令和４年度） 
●新下水道ビジョン 

（平成 26 年度） 

富山県の施策 
●富山県全県域下水道ビジョン 

（平成 30 年度） 
●流域別下水道整備総合計画 

（昭和 52 年度～）

射水市の下水道施策 
●下水道ストックマネジメント計画 

（令和元年度） 
●雨水管理総合計画 

（平成 30 年度） 
●下水道事業経営戦略 

（平成 28 年度） 
●農業集落排水事業最適整備構想 

（平成 25 年度）

射水市下水道ビジョン 
（令和２年～令和 11 年度） 

↓ 
今 回 見 直 し 

（令和７～11 年度） 
 

今後厳しさを増す下水

道事業を取り巻くさまざ

まな課題に対応すべく、

現状を把握・分析し、こ

れからの 10 年間の目指

すべき方向性を示す。

事業実施計画・各年度予算

基本理念

経営目標

重点施策

対応施策
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第 1 章　下水道事業ビジョン策定の趣旨

 

本ビジョンの計画期間は、中長期的な視点に立つ下水道事業全体の計画であるこ

とを考慮して、令和 2 年度から 10 年後の令和 11 年度までとします。 

個々の事業の実施にあたっては、5 年ごとに実績評価を踏まえた計画の見直しや

財政的な検討を行い、詳細な計画の立案に基づく効果的で着実な進行管理に努めま

す。本改訂版は、令和２年度から 5 年が経過したことによる、計画、財政検討等の

見直しを行ったものです。なお、投資・財政計画については、第３次市総合計画の

最終年度である令和１４年度までを掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図　下水道事業ビジョンの計画期間 

 

1-3 計画期間

計画期間　：　令和２年度～令和 11 年度

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和10 令和11
区　　分

射水市総合計画

下水道経営戦略

雨水管理総合計画

下水道
ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画

下水道事業ビジョン

前計画（平成26-令和5年）

本計画（令和２-11）【令和7年見直し】

至令和20年まで

至令和14年まで

第２次総合計画 第３次総合計画
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第２章　概況

 

 

 

 

射水市の下水道事業は、生活環境の改善と公共用水域の水質保全を目的に、昭和 34

年に旧新湊市の中心市街地（桜町処理区）で、昭和 42 年には旧小杉町の太閤山住宅

団地（太閤山処理区）で単独公共下水道の整備に着手し、旧大門町（大門東部処理区）

では、昭和 63 年に単独特定環境保全公共下水道の整備に着手しています。 

これ以外の地区においては、昭和 56 年から小矢部川流域公共下水道事業、平成

4 年から神通川左岸流域公共下水道事業が着手され、市内各地で流域関連公共下水

道事業として急速に整備が進められ、市内の大部分で一気に普及が進みました。現

在では計画区域の整備をほぼ完了しています。 

一方、小規模な区域で処理することが効率的な農村集落においては、農業集落排

水として整備が進められ、現在では対象地域のほぼ全体が下水道処理区域に含まれ

ています。 

また、雨水対策については、昭和 34 年頃から都市下水道として雨水管渠の整備

を開始し、その後下水道事業として取り組んでいます。 

 

表　下水道事業の現況 

（令和 6 年 3 月末） 

 

 

 行政面積 10,944 ha 全体計画面積 3,510 ha

 行政区域内人口 90,669 人 現在処理区域面積 2,839 ha

 下水処理区域内人口 90,164 人 下水道普及率 99.4 ％

 水洗化人口 85,719 人 水洗化率 95.1 ％

第２章 概況

2-1 下水道事業の沿革
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第２章　概況

 

 

 

古くから下水道の整備を始めた東京等の大都市は河川の下流部に位置しており、

都市内の浸水防除と生活環境の改善を行うことが喫緊の課題であったため、合流式

下水道が採用されていました。 

しかし、昭和 45 年に下水道法が改正され、下水道の役割として、公共用水域の

水質保全が位置付けられ、それ以降の下水道は分流式が採用されるようになりまし

た。本市は、分流式下水道を採用しています。 

 

図　排除方式 

 

下水道は処理区域の状況により、主として以下に区分されます。 
 

表　下水道事業の種類 

 

 

 
排除方式：分流式　※本市採用

 
排除方式：合流式

 区分／説明 本市

 ●単独特定環境保全公共下水道（単独特環） 

市街化調整区域で個別の処理場をもつ下水道
大門東部処理区

 ●流域関連公共下水道（流域関連） 

処理を流域公共下水道の処理場で行う下水道

小矢部川流域関連処理区 

神通川左岸流域関連処理区

 ●流域公共下水道 

複数の市町村を含む区域の処理を県が管理する下水道

上記の流域関連処理区の汚水を 

富山県が処理・管理する

 
●農業集落排水 

農村地域において集落単位で処理を行う下水道

七美、本江、塚原南部、青井谷、太閤山東、 

野手・浄土寺、大門西部、大門中部、串田中部、

大門南部、宮新田、新開発、今開発、加茂、 

白石、白城台、八講の全 17 処理区

2-2 下水道事業の状況
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第２章　概況

 
 

 

下水道全体計画図（処理区域） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2-3 下水道施設の現状
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第２章　概況

 

●処理場の概要（1／3） 

 

 大門東部処理区（単独特定環境保全公共下水道） 
全体計画面積：32.3ha、計画処理人口：1,700 人 
南郷浄化センター 
所 在 地：竹鼻 17 番地 1 
敷地面積：4,340ｍ2 
供用開始：平成 6 年 4 月 
処理能力：800ｍ3/日（日最大）※現有能力 
処理方法：オキシデーションディッチ法

 七美処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：102.6ha、計画処理人口：810 人 
七美処理場 
所 在 地：七美 820 番地 
敷地面積：2,712ｍ2 
供用開始：平成 3 年 11 月 
処理能力：219ｍ3/日（日平均） 
処理方法：ＪＡＲＵＳⅢ

 本江処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：190.1ha、計画処理人口：900 人 
本江処理場 
所 在 地：本江針山江万 411-3 番地 
敷地面積：2,788ｍ2 
供用開始：平成 7 年 4 月 
処理能力：243ｍ3/日（日平均） 
処理方法：ＪＡＲＵＳⅢ

 塚原南部処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：24.2ha、計画処理人口：1,740 人 
塚原南部処理場 
所 在 地：沖塚原 218 番地 
敷地面積：2,532ｍ2 
供用開始：平成 6 年 10 月 
処理能力：470ｍ3/日（日平均） 
処理方法：ＪＡＲＵＳⅢ

 青井谷処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：21ha、計画処理人口：920 人 
青井谷処理場 
所 在 地：青井谷 1310 番地 
敷地面積：985ｍ2 
供用開始：平成 3 年 7 月 
処理能力：249ｍ3/日（日平均） 
処理方法：ＪＡＲＵＳⅢ
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●処理場の概要（2／3） 

 

 太閤山東処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：38.6ha、計画処理人口：960 人 
太閤山東処理場 
所 在 地：黒河 865 番地 
敷地面積：1,299ｍ2 
供用開始：平成 6 年 10 月 
処理能力：476ｍ3/日（日平均） 
処理方法：ＪＡＲＵＳⅢ

 串田中部処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：45ha、計画処理人口：1,340 人 
串田中部処理場 
所 在 地：布目沢 71 番地 
敷地面積：1,780ｍ2 
供用開始：平成元年 5 月 
処理能力：362ｍ3/日（日平均） 
処理方法：ＪＡＲＵＳⅢ

 大門西部処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：50.1ha、計画処理人口：1,960 人 
大門西部処理場 
所 在 地：上条 350 番地 
敷地面積：2,455ｍ2 
供用開始：平成 5 年 7 月 
処理能力：530ｍ3/日（日平均） 
処理方法：ＪＡＲＵＳⅢ

 大門中部処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：37.1ha、計画処理人口：1,300 人 
大門中部処理場 
所 在 地：堀内 414 番地 
敷地面積：2,468ｍ2 
供用開始：平成 8 年 1 月 
処理能力：351ｍ3/日（日平均） 
処理方法：ＪＡＲＵＳⅢ

 大門南部処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：20.5ha、計画処理人口：350 人 
大門南部処理場 
所 在 地：梅ノ木 64 番地 1 
敷地面積：1,255ｍ2 
供用開始：平成 11 年 5 月 
処理能力：94ｍ3/日（日平均） 
処理方法：ＪＡＲＵＳⅠ

 宮新田処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：5ha、計画処理人口：140 人 
宮新田処理場 
所 在 地：串田 1470 番地 2 
敷地面積：576ｍ2 
供用開始：平成 2 年 11 月 
処理能力：37ｍ3/日（日平均） 
処理方法：分離接触ばっ気
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●処理場の概要（3／3） 

 

 今開発処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：11.2 ha、計画処理人口：570 人 
今開発処理場 
所 在 地：今開発 297 番地 1 
敷地面積：1,276ｍ2 
供用開始：平成 8 年 10 月 
処理能力：154ｍ3/日（日平均） 
処理方法：ＪＡＲＵＳⅢ

 新開発処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：9.2ha、計画処理人口：470 人 
新開発処理場 
所 在 地：新開発 303 番地 1 
敷地面積：800ｍ2 
供用開始：平成 5 年 6 月 
処理能力：127ｍ3/日（日平均） 
処理方法：ＪＡＲＵＳⅤ

 加茂処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：68.9ha、計画処理人口：2,210 人 
加茂処理場 
所 在 地：加茂中部 161 番地 
敷地面積：998ｍ2 
供用開始：昭和 63 年 6 月 
処理能力：368ｍ3/日（日平均） 
処理方法：ＪＡＲＵＳⅢ

 白石処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：24ha、計画処理人口：470 人 
白石処理場 
所 在 地：白石 959 番地 
敷地面積：1,710ｍ2 
供用開始：平成 3 年 12 月 
処理能力：211ｍ3/日（日平均） 
処理方法：ＪＡＲＵＳⅢ

 白城台処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：8ha、計画処理人口：460 人 
白城台処理場 
所 在 地：白石 673-19 
敷地面積：562ｍ2 
供用開始：平成 9 年 4 月 
処理能力：124ｍ3/日（日平均） 
処理方法：接触ばっ気

 八講処理区（農業集落排水） 
全体計画面積：1ha、計画処理人口：35 人 
八講処理場 
所 在 地：八講 527 番地 
敷地面積：441ｍ2 
供用開始：平成元年 4 月 
処理能力：16ｍ3/日（日平均） 
処理方法：分離接触ばっ気
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●雨水ポンプ場の概要（1／1） 

 

 八幡第１排水区 

荒屋雨水ポンプ場 

所 在 地：八幡町三丁目 3 番地 1 

敷地面積：305.6ｍ2 

供用開始：昭和 37 年 4 月 

排除能力：120ｍ3/分（2ｍ3/秒） 

ポンプ数：2 台

 堀岡排水区 

堀岡雨水ポンプ場 

所 在 地：堀江千石 12 番地 1 

敷地面積：994.27ｍ2  

供用開始：平成 12 年 3 月 

排除能力：403ｍ3/分（6.71ｍ3/秒） 

ポンプ数：3 台

 足洗排水区 

足洗雨水ポンプ場 

所 在 地：足新新町一丁目 26 番地 2 

敷地面積：2,142ｍ2 

供用開始：平成 14 年 1 月 

排除能力：159.6ｍ3/分（2.66ｍ3/秒） 

ポンプ数：2 台

 片口第１排水区 

片口雨水ポンプ場 

所 在 地：片口 970 番地 2 

敷地面積：1,260ｍ2 

供用開始：平成 24 年 8 月 

排除能力：588ｍ3/分（9.8ｍ3/秒） 

ポンプ数：4 台

 海老江排水区 

海老江雨水ポンプ場 

所 在 地：東明西町 150 番地 

敷地面積：1,900ｍ2  

供用開始：平成 30 年 5 月 

排除能力：402ｍ3/分（6.7ｍ3/秒） 

ポンプ数：3 台
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●雨水貯留施設等の概要（1／1）　※射水市以降の大規模施設 

 

 

作道第１排水区 

作道雨水貯留池 

所 在 地：作道 678 地先 

供用開始：平成 24 年 3 月 

対象排水区域：4.42ha 

貯留能力：1,250ｍ3

 

神川町排水区 

戸破雨水貯留施設 

所 在 地：戸破 2902 番 1 地先 

供用開始：平成 25 年 7 月 

対象排水区域：1.98ha 

貯留能力：1,000ｍ3

 

二口排水区 

大門大島雨水幹線 

供用開始：平成 30 年 11 月 

口径：φ2,000～2,200 ㎜ 

延長：1,094ｍ

 

娶川排水区 

娶川雨水貯留施設 

所 在 地：鷲塚 627 地先 

供用開始：令和 2 年 2 月 

対象排水区域：103.0ha 

貯留能力：8,135ｍ3

公園敷地の地下に 

施設を設置しています
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射水市の下水道事業は、新湊（桜町）地区、太閤山地区から始まり、令和５年度

末時点での管路延長は約 681 ㎞となっています。 

最も古い管路施設は約 50 年経過しており、今後も老朽化した管路延長の増加が

見込まれることから、改築・更新等の対策が必要となっています。下表に令和５年

度末延長と次頁に推移のグラフを示します。 

 

表　汚水管路延長 

 

 

表　雨水管路延長 

 

 

 

 

 
（汚　　水） 延　　長

 
単 独 公 共 下 水 道 45.9km

 
単 独 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 25.0km

 
流 域 関 連 公 共 下 水 道 470.1km

 
農 業 集 落 排 水 107.6km

 
合　　　計 648.6km

 
（雨　　水） 延　　長

 
雨 水 排 水 区 32.7km

2-4 管路の現状
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維持管理について、施設維持管理業務、産業廃棄物関連業務、水質分析業務、電

気保安管理業務等を民間委託により維持管理の効率化を行っています。 

処理場、雨水ポンプ場、マンホールポンプ場の専用回線及び集中監視システムを

導入しており、異常発生時の緊急時に対応しています。 

また、IoT を活用し、排水路に水位センサーを設置し、水位・雨量の観測や堆積

物の監視を行っています。 

加えて、ストックマネジメント計画に基づき、マンホール・下水道管渠の点検調

査を実施しています。 

 

 

 

 

射水市上下水道部の下水道関連職員は 15 名（部長・次長を除く）となっていま

す。（令和 6 年 4 月現在） 

主な業務として、上下水道業務課では、下水道事業の経営や下水道使用料の収納

などに関する業務を、下水道工務課では、下水道施設の整備や維持管理を始め普及

促進の業務を行っています。 

本市の下水道関連職員は減少傾向にあり、将来的な改築・更新事業が見込まれる

中、近年多発している地震や浸水による災害等、不測の事態に対応する職員不足も

懸念されており、非常時における業務継続の観点からも必要な職員及び技術力の確

保対策が求められています。 

 

① 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

下水道業務係

下水道維持・普及係

下水道建設係

上下水道部

下水道工務課

上下水道業務課

2-5 維持管理

2-6 組織
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② 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 年齢別職員構成表（令和 6 年現在）　　　　　④ 下水道関連職員数の推移 
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射水市では平成 26 年に策定した「下水道事業ビジョン」に定める、基本理念の

「未来に続く確かな水環境の創造」に基づき、持続ある下水道事業のサービスを提 

供するために、「安全・安心な水環境（水環境）」、「安定した施設環境（施設環境）」、 

「次代に引き継ぐ健全な経営環境（経営環境）」の 3 つの経営目標を掲げ、それぞ

れの目標の下、重点的に取り組むべき９つの重点施策を展開してきました。 

 
図　策定した「下水道事業ビジョン」の経営目標 

 

今回、新たな「下水道事業ビジョン」を策定するにあたり、これまでの施策の実

績評価及び事業指標による評価・分析し課題を抽出しました。  

　

　　

第３章 事業の実績評価及び課題の抽出

課題の抽出に当たっての方針 3-1

水 環 境　

施設環境　 経営環境　　

「安全安心な水環境」　

・浸水対策　　　　　　 

・地震対策　　　　　　 

・水洗化率の向上　　　

「次代に引き継ぐ　　
健全な経営環境」　「安定した施設環境」　

・経営の健全化　　　　 

・汚水処理の最適化　　 

・情報公開の推進　　　

・老朽化対策　　　　　　　 

・維持管理の効率化・DX 化 

・不明水対策　　　　　　　 

・環境対策・GX の推進　　　　　　　　

「未来に続く確かな水環境の創造」　
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3-2-1  水環境の実績評価と課題 

 

（１）浸水対策 

●実績評価 

平成 22 年度に策定した総合的な雨水排除計画の方針を定めた「射水市雨

水対策基本計画」に基づき、平成 23 年度より雨水対策施設の整備を実施し

てきており、平成 30 年度には、海老江雨水ポンプ場、大門大島雨水幹線、

令和元年度には、娶川雨水幹線・貯留施設などの整備を実施しました。 

平成 28 年度には国土交通省より「再度災害防止」に加え、「事前防災・減

災」、「選択と集中」等の観点から、浸水リスクを評価し、雨水整備の優先度

の高い地域を中心に浸水対策を推進するための「雨水管理総合計画策定ガイ

ドライン（案）」が示されました。 

また、基本計画策定以降にも新たな箇所で浸水被害の発生等の課題が出て

きたことから、基本計画を見直し、平成 30 年度に「射水市雨水管理総合計

画」を策定し、令和４年度には、射水市下水道施設耐水化計画の策定や、令

和５年度には、枇杷首排水区の整備などを実施しました。 

 

■課題 

行政が行う雨水対策施設の整備

などのハード対策は、多額の費用

と長い整備期間を要することや、

今後雨の降り方はますます局地

化・集中化・激甚化の恐れもある

ことから、想定を超える降雨の場

合は浸水被害を食い止めることが

困難となることが懸念されます。 

そのため、これからの雨水対策

は、行政が行う「公助」だけではなく、国の内水浸水リスクマネジメント推

進事業を活用し、内水ハザードマップの作製及び各種防災ハザードマップの

周知や住民や地域振興会などが自主的に行う「自助・共助」のソフト面から

の推進など、総合的な雨水対策に取り組む必要があります。  

下水道ビジョン５カ年の実績評価と課題3-2

写真　浸水被害状況（平成 30 年 10 月　小島地内）
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（2）地震対策 

●実績評価 

下水道管の更新については、射水市下水道ストックマネジメント計画に基

づく点検調査によって、リスク評価等から緊急度が高いと判定された箇所を

優先して実施していくことと併せて、地震により被害を受けやすい下水道管

とマンホールの接続部を可とう化するなど、耐震化対策を進めました。 

また、平成 29 年度には、「射水市下水道ＢＣＰ※１」を策定しました。 

 

■課題 

令和 6 年 1 月 1 日に発生した能登半島地震で被災した管路施設の復旧を優

先し、耐震化対策を実施するとともに液状化対策も進めていく必要がありま

す。 

中でも、国からの要請により策定した、避難所など重要施設に係る上下水 

道管路の一体的な耐震化計画に基づき、対策を進めていく必要があります。 

また、災害発生時にも下水道事業サービスを停止することなく、停止した

場合でも速やかに復旧させるために、射水市下水道ＢＣＰに基づいた事前対

策や実践的な訓練等を関係機関と連携しながら定期的に実施していく必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------- 
※１　ＢＣＰ：「Business Continuity Plan：業務継続計画」の略称で、自然災害など、予期せ

ぬ事態が発生したときでも、業務を継続できるようにするための計画。
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（3）水洗化の向上 

●実績評価 

普及促進に努めた結果、既下水道事業ビジョンの実績値（平成 25 年度）

から順調に伸び、汚水処理人口普及率（下水道接続可能人口）はほぼ 100％

（令和４年度：全国平均 92.9％）、水洗化率は 95.1％と高水準となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題 

下水道の未接続世帯へは臨戸訪問を継続して実施するなど、接続指導を積

極的に実施し、水洗化率の向上に努めていく必要があります。  

水洗化人口（人）：汚水を下水道で処理している人口

普及率（％） ：処理区域内人口÷行政人口×100

水洗化率 （％）：水洗化人口×処理区域内人口×100
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3-2-2  施設環境の実績評価と課題 

 

（1）老朽化対策 

●実績評価 

老朽の度合いにより順次、改築・更新を進めており、令和５年度末までで、

約 17km 改善しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題 

施設管理コストの増大と改築需要の集中が予想されると共に、下水道機能

の低下、老朽化による破損から生じる路面陥没事故の発生による交通障害な

ど、社会的に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。 

今後増加していく老朽化した下水道施設を限られた財源の中で適切に維持

更新するためには、予防保全型の維持管理が大切であり、下水道施設の長寿

命化を図るため、ストックマネジメント計画※１が必要となります。 

 

（2）維持管理の効率化 

●実績評価 

処理場等の業務委託において、集約化・長期契約や、一部の処理場施設に

ついて、流域下水道への接続を行うなど維持管理業務に係る経費を節減しま

した。 

 

■課題 

処理場施設については、費用対効果を検証しながら流域下水道への接続を進

めるとともに、施設の維持管理についても、民間活力を生かし、また、ICT※２

の活用や最新機器類の導入を進めるなど積極的に取り組む必要があります。  
------------------------- 
※１　ストックマネジメント：既存の施設（ストック）を有効に活用し、長寿命化を図る体

系的手法のこと。 
※２　ＩＣＴ：「Information and Communication Technology：情報通信技術」の略称で、情報

と知識の共有を意味します。 

35.5

5.2%
27.6

4.1%

145.2

21.3%

374.6

55.1%

78.2

11.5%

19.2

2.8%

図 経過年数別 管渠整備延長（km）

50年以上 40年以上50年未満 30年以上40年未満

20年以上30年未満 10年以上20年未満 0年以上10年未満
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既下水道ビジョン実績値 今回評価期間（５年間）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

年間汚水処理水量(千ｍ
3
) 11,732 11,543 11,643 12,109 11,494 11,315 11,738 11,683 11,577 11,163

年間有収水量(千ｍ
3
) 8,336 8,456 8,550 8,547 8,507 8,477 8,669 8,546 8,472 8,337

不 明 水 (千ｍ
3
) 3,396 3,087 3,093 3,562 2,987 2,838 3,069 3,137 3,105 2,826

有 収 率（％） 71.1% 73.3% 73.4% 70.6% 74.0% 74.9% 73.9% 73.1% 73.2% 74.7%

有収率（％） 年間有収水量÷年間汚水処理水量×100

有収水量 使用料収入の対象となる水量
不明水 汚水処理水量－有収水量

区　分

 

（3）不明水対策 

●実績評価 

新湊（桜町処理区）および太閤山処理区の汚水管改築・更新工事を開始

し、令和５年度の不明水量は 2,826 千㎥と、前年度より減少したものの、有

収率は 74％となっており、依然として汚水管渠等への不明水流入が高く推移

しています。 

 

表　有収率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題 

施設の古い新湊（桜町処理区）や太閤山処理区において有収率が低いこと

から、重点的に不明水調査を実施し、その解消に努める必要があります。 

また、宅内誤接続箇所の改善やマンホール蓋の交換等を進め、汚水管への

雨水流入等に起因する汚水処理量の増加を抑制します。  
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3-2-3  経営環境の実績評価と課題 

 

（1）経営の健全化 

●実績評価 

国庫補助事業を積極的に取り入れ建設改良事業を実施し、企業債の借入を

抑制することにより企業債残高が減少しました。 

 

■課題 

使用水量や人口減少により、使用料収入は落ち込む一方で、下水道施設は

改築、更新時期を迎えており多額の事業費が必要となっています。 

また、財源である企業債の残高は年々減少していますが、令和６年能登半

島地震の影響による災害復旧事業のため、企業債の借入の増加が予測され、

依然として高い水準で推移すると予測されることから、今後は効率的な経営

を確保するために、ストックマネジメントやアセットマネジメント手法※１を

有効活用し、建設改良事業や維持管理を実施する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------- 
※１　アセットマネジメント：予算制約を考慮し、既存施設の更新時期を平準化するなど、

計画的かつ効率的に管理する手法のこと。
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（2）汚水処理の最適化 

●実績評価 

処理場の統廃合は、下表のとおり計画的に進めていくこととしており、令

和 3 年度に太閤山処理区を神通川左岸流域下水道に接続を開始しました。 

農業集落排水の統廃合は、加茂処理区、白石処理区、白城台処理区、八講

処理区、新開発処理区、今開発処理区の 6 つの処理場について、統廃合の検

討を行い、順次、流域下水道に統合することとしています。 

今後想定される人口減少に伴う水需要の低下を踏まえ、下水道施設の更

新・耐震化と同時並行で、統廃合による施設規模の最適化を検討・導入する

ことにより、効率的な排水系統の構築とライフサイクルコストの縮減を図り

ます。 

 

 

表　広域化・共同化（処理場の統廃合）のスケジュール 

（出典：富山県全県域下水道ビジョン） 

 

■課題 

流域下水道へ接続が容易な農業集落排水の積極的な施設の統廃合等、汚水

処理計画の見直しを進めます。残された施設の解体費用の経営への影響や跡

地の利活用について検討を進める必要があります。 

 

 

 
広域化・共同化 

の種類
施設名

スケジュール

 2017 年度 

(H29 年度)

 

～5 年間

2026 年度 

～10 年間

 
公共下水道の統廃合

太閤山浄化 

センター

流域下水道に統合 

（神通川左岸浄化センター）
－

 
農業集落排水の統廃合 ６処理場 統廃合の検討

流域下水道に統合 

（神通川左岸浄化センター）
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（3）情報公開（発信）の推進 

●実績評価 

毎年、下水道事業のことをより一層ご理解して頂くために「下水道の日

（9 月 10 日）」に下水道フェスタ等を開催し、普段、目に触れる機会の少な

い方々に、下水道の役割・仕組みについて理解を深めていただいています。 

また、ケーブルテレビを用いた情報公開や、本市のデザインマンホール蓋

などが記載されているマンホールカードの配布を行い、情報公開の促進に努

めています。 

■課題 

普及促進については、広報紙やホームページに加えケーブルテレビ等を含めた他

の媒体も積極的に活用した情報発信に努めるとともに、財務諸表等の公表な 

ど、経営情報をわかりやすく提供し、情報公開の推進を図る必要があります。

 ◆射水市ホームページ◆ ◆広報いみず（令和６年 9 月）◆

 ◆マンホールカード◆ 
（平成 29 年 8 月より配布）

◆下水道フェスタチラシ◆ 
（令和 6 年 9 月） 
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経営目標の対応施策および課題を下表に示します。 

 

表　課題のまとめ 

 

 

 

 
経営目標 対応施策 施策に対する課題

 

安全・安心な 

水環境

①浸 水 対 策

・雨水管理総合計画の着実な実施 

・集中豪雨に対応した雨水対策施設の整備 

・自助・共助を含めた総合的な雨水対策

 

②地 震 対 策

・耐震化の推進 

・上下水道耐震化計画の実施 

・下水道ＢＣＰに基づく訓練・

 
③水 洗 化 率 の 向 上 ・下水道の未接続世帯へ積極的な接続推進

 

安定した 

施設環境

④老 朽 化 対 策
・計画的な改築・更新による施設の安定運用 

・ライフサイクルコストの最小化

 ⑤維持管理の効率化 

・ Ｄ Ｘ 化 ※ 1

・流域下水道への接続 

・官民連携（ウォーターＰＰＰ）・ＩＣＴの活用

 
⑥不 明 水 対 策 ・低有収率地区における重点的不明水対策の実施

 
⑦環境対策・ＧＸの推進※²

・カーボンニュートラルを踏まえた下水道施設自体の

創エネ・省エネ・再エネ化推進

 

次代に引き継ぐ 

健全な経営環境

⑧経 営 の 健 全 化
・ストックマネジメント・アセットマネジメント手法の活用 

・経営戦略の策定

 
⑨汚水処理の最適化

・処理場の統廃合に伴う効率的な汚水処理の推進 

・下水汚泥資源の利活用の促進

 
⑩情 報 公 開 の 推 進

・情報媒体の積極的な活用による経営情報も含め

た更なる情報発信

事業における課題のまとめ3-3

------------------------- 
※１　ＤＸ化：「Digital Transformation：デジタルトランスフォーメーション」の略称で、デジタルテクノロジー

を使用して、ビジネスプロセス・文化・顧客体験を新たに創造して、変わり続けるビジ

ネスや市場の要求を満たすプロセス。 
※２　ＧＸの推進：「GX：グリーントランスフォーメーション」の略称で、2050 年の脱炭素社会（カーボンニュー

トラル）に向け、下水道分野においても 2030 年度における温室効果ガス排出量を 208

万 t（2013 年比）削減する中期目標が掲げられており、脱炭素に向けた対応を加速する

必要があります。
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国が示す「新下水道ビジョン」「新下水道ビジョン加速戦略」や本市が平成 26 年

に策定した「下水道事業ビジョン」を考慮した上で、市が示す「安全・安心な水環

境」、「安定した施設環境」、「次代に引き継ぐ健全な経営環境」の 3 つの観点から、

業務指標（ＰＩ）の評価・分析を行い、本市下水道事業における課題の抽出を行い

ました。 

業務指標は、下水道事業の目標達成のために実施される、あらゆる活動の有効性

と効率性を評価するために設定された業務実施状況の目印となるものです。 

個々の業務指標について、実施された活動の結果の測定や、目的に対する達成状

況を確認することにより、水環境をはじめ、施設・経営環境の向上・促進などにつ

ながっていきます。各指標の内容については、下表に示します。 

 

 

 

 

 区分 業務指標 単位 算出方法 指標の内容 摘要

 水環境 

(安全性の評価)
水洗化率 ％

下水道接続人口/処理

区域人口×100

下水道に接続している人

口の割合
　

 

施設環境 

(事業の効率性)

有収率 ％
年間有収水量/年間 

総汚水量×100

汚水量のうち使用料の対

象となっている量の割合

高いほど効率

的である

 
管渠 

改善率
％

改善管きょ延長/下水

道維持管理延長×100

総管路延長に対して改

善・改良を行った管渠の

割合

　

 

経営環境 

(経営の評価)

使用料 

単価
円/㎥

使用料収入/年間有収

水量

有収水量 1 ㎥あたりの使

用料収入

 汚水処理 

原価
円/㎥

汚水処理費/年間有収

水量

使用料対象水量 1 ㎥あ

たりの処理費用
　

 経費 

回収率
％

使用料単価/汚水処理

原価×100

使用料で処理費用を回

収している割合

高いほど健全

経営である

 自己資本

構成比率
％

自己資本額総/資本額

×100

事業の資本構成がどのよ

うになっているかの割合

高いほど安全

である

現状評価の手法3-4

表　業務指標（ＰＩ） 
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業務指標の見方は以下のとおりです。次頁より総務省の下水道事業経営指標を基

に、射水市と全国の該当団体の同型類型平均、全国平均を集計した業務指標及び評

価結果を記載します。 

 

 
 

 

業務指標 単位 優位向
事業
区分

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
平成29年度
類似団体

平成29年度
全国平均

水洗化率 ％ ▲ 総計 92.0 92.6 93.0 93.3 93.7 88.6 94.3

業務指標の優位向を示します 
「▲」は、指標値が大きい方が望ましい項目 
「▼」は、指標値が小さい方が望ましい項目

各年度の業務指標値を示します

同事業において、規模・供用後年数等で類似する団体および

全国の団体の指標値を平均化した値
公共・特環・農集の各事業を

合わせたもの
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3-5-1  水環境の観点からの評価・分析 

 

この業務指標は、下水道施設の整備を進めることによって、衛生的で快適な市

民生活を確保し、安全で豊かな水環境を維持することが可能か評価するもので

す。 

 

（1）水洗化率 

下水道を利用可能な人口のうち、接続している人口の割合を示しています。こ

の指標が高ければ高いほど、川や海などにそのまま流れ出る生活排水の量は少な

くなり、水環境に与える負荷が小さくなります。 

本市の水洗化率は年々上昇し、類似団体の平均値より高くなっており、今後も

更なる向上に努めます。 

 

表　水洗化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価・分析3-5

業務指標 単位 優位向
事業
区分

令和元年度令和２年度令和３年度令和４年度令和５年度
令和４年度
類似団体

令和４年度
全国平均

水洗化率 ％ ▲ 総計 94.3 94.7 94.8 95.0 95.1 91.1 95.2
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3-5-2  施設環境の観点からの評価・分析 

 

この業務指標は、老朽化の進む下水道施設において、機能確保と安定した運転

管理をするために、効率的な維持管理を行うことが可能か評価するものです。 

 

（１）有収率 

有収率は、汚水管路施設の維持管理や改築、修繕の必要性の判断基準となる指

標であり、排水設備や下水道施設を通して排除される下水量がどの程度収益につ

ながっているかを示しています。数値が高ければ高いほど使用料徴収の対象にな

らない不明水量が少なく効率的であるとされています。 

本市における有収率は、全国平均及び類似団体の平均値より低くなっており、

不明水混入の原因である管渠等の老朽化対策等を更に進める必要があります。 

 

表　有収率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務指標 単位 優位向
事業
区分

令和元年度令和２年度令和３年度令和４年度令和５年度
令和４年度
類似団体

令和４年度
全国平均

有収率 ％ ▲ 総計 74.9 73.8 73.1 73.2 74.7 82.8 81.6
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（2）管渠改善率（公共下水道） 

定期的な点検・巡視によって改善が必要と判断された管渠については、改築・

更新を行う必要があります。 

本市の特定環境保全公共下水道および農業集落排水については、耐用年数を経

過した管渠がないことから、公共下水道事業の管渠が対象となります。 

管渠改善率は、令和５年度に 0.15％と全国平均よりは下回るものの、類似団体

の平均値より高くなっております。 

 

表　管渠改善率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務指標 単位 優位向
事業
区分

令和元年度令和２年度令和３年度令和４年度令和５年度
令和４年度
類似団体

令和４年度
全国平均

管渠
改善率

％ ▲ 公共 0.19 0.04 0.32 0.19 0.15 0.13 0.23
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3-5-3  経営環境の観点からの評価・分析 

 

この業務指標は、下水道使用者の減少とそれに伴う料金収入の減少、技術職員 

の職員数減や人材不足等が懸念される中で、下水道施設の更新需要に適時対応し、 

安定した水処理が可能であるかについて経営的な観点で評価するものです。 

 

 

（1）使用料単価 

有収水量１㎥あたりの使用料収入であり、使用料の水準を示します。汚水処理

原価や経費回収率等の指標と総合的な観点で検討を行うことが求められます。 

本市の使用料単価は一定の水準で推移していますが、類似団体平均と比較する

と低くなっております。 

 

表　使用料単価の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務指標 単位 優位向
事業
区分

令和元年度令和２年度令和３年度令和４年度令和５年度
令和４年度
類似団体

令和４年度
全国平均

使用料
単価

円/ｍ3 ー 総計 154.52 154.28 153.96 154.89 155.28 156.03 136.37 
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（2）汚水処理原価 

汚水処理原価は有収水量（年間の料金徴収の対象になった水量）1 ㎥あたりの

汚水処理費を表す指標です。 

過去５年間では概ね 155 円/㎥前後で一定の値となっており、類似団体の平均

値よりも低くなっています。 

 

表　汚水処理原価の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務指標 単位 優位向
事業
区分

令和元年度令和２年度令和３年度令和４年度令和５年度
令和４年度
類似団体

令和４年度
全国平均

汚水処理
原価

円/ｍ3 ▼ 総計 154.7 154.4 154.2 155.1 156.0 179.5 144.0
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（３）経費回収率 

経費回収率は、使用料単価と汚水処理原価の関係を表しており、経営状況の健

全性を表す指標です。経費回収率が 100％を下回っている場合、汚水処理にかか

る費用が使用料収入以外の収入で賄われていることを意味します。 

過去５年間の経費回収率はほぼ 100％に達していますが、これは公費負担の適

正化による下水道事業会計が負担する経費の減少が理由です。しかし、依然とし

て使用料収入で賄えない経費があるためその節減に努める必要があります。 

 

表　経費回収率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務指標 単位 優位向
事業
区分

令和元年度令和２年度令和３年度令和４年度令和５年度
令和４年度
類似団体

令和４年度
全国平均

経費回収
率

％ ▲ 総計 99.9 99.9 99.9 99.8 99.6 86.9 94.7
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（４）自己資本構成比率 

財務状態の長期的な安全性の見方として、その事業の資本構成がどのようにな

っているかが重要です。自己資本構成比率は総資本（負債及び資本）に占める自

己資本の割合です。 

下水道整備が概ね完了したことで、今後は初期投資分の企業債償還により自己

資本比率が高くなっていく見込みです。 

 

表　自己資本構成比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務指標 単位 優位向
事業
区分

令和元年度令和２年度令和３年度令和４年度令和５年度
令和４年度
類似団体

令和４年度
全国平均

自己資本
構成比率

％ ▲ 総計 55.9 58.0 59.8 61.7 63.4 62.8 63.6
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基本理念は既下水道事業ビジョンを踏襲します。 

 

 

 

 

 

 

基本理念の下で、以下の３つの経営目標を掲げ、それぞれの目標の下、重点的に

取り組むべき 10 の重点施策を展開し、各種重点課題に対応していきます。 

 

 

豪雨による浸水被害や地震災害などに対する備えを強化することにより、

市民の尊い生命と財産を自然災害から守り、災害に強いライフラインを構築

します。 

また、公共用水域の水質保全のためにも、今後さらなる水洗化率の向上を

図り、安全で安心な水環境を実現します。 

 

 

下水道施設及び管路の適正な管理・機能維持に努め、道路の陥没による交

通障害や下水道機能停止を未然に防ぐとともに、安定した施設環境を実現し

ます。 

 

 

快適な市民生活を支える下水道サービスを継続的かつ安定的に提供してい

くために、下水道資産の適正かつ合理的な管理・運営を図り、次代に引き継

ぐ健全な経営環境を実現します。  

第４章 基本理念及び経営目標

4-1 基本理念

4-2 経営目標

『未来に続く確かな水環境の創造』

（1）安全・安心な水環境

（２）安定した施設環境

（３）次代に引き継ぐ健全な経営環境
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図　下水道事業ビジョンの体系 
 

 

基本理念 

未来に続く確かな水環境の創造

経営目標１ 
 

安全・安心な水環境

経営目標３ 

次代に引き継ぐ 

健全な経営環境

経営目標２ 
 

安定した施設環境

重点施策 
・浸 水 対 策 
・地 震 対 策 
・水洗化率の向上

重点施策 

・老 朽 化 対 策 

・維持管理の効率化・ＤＸ化 

・不 明 水 対 策 

・環境対策・GX の推進

重点施策 
・経 営 の 健 全 化 
・汚水処理の最適化 
・情報公開の推進
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基本理念を踏まえ、3 つの経営目標について、それぞれの重点施策ごとに具体的な

取り組みを整理していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）浸水対策 

近年多発している計画降雨を超えるような豪雨に伴う、新たな箇所での浸水被

害の発生等に対応した雨水対策を雨水管理総合計画に基づき行います。 

当面・中期・長期において、雨水対策を実施するべき区域や目標とする整備水

準、施設整備の方針等の基本的な事項を定め、「事前防災・減災」、「選択と集中」

等の観点から浸水リスクを評価し、計画的な雨水対策を進めていきます。 

 

 

 

 

 

具体的な

取り組み

◆ 当面・中期・長期の段階に応じた対策方針を優先度の高い地区

から事業着手 

◆ 雨水対策施設整備の推進（ハード対策） 

◆ 内水ハザードマップの作製と公表（ソフト対策） 

◆ 自助・共助によるソフト対策のための情報発信（ソフト対策） 

◆ ＩｏＴ※１等の利活用による水位等モニタリングの実証

第５章 施策の展開

安全・安心な水環境5-1

経営目標１　安全・安心な水環境

重

点

施

策

地 震 対 策

水洗化率の向上

浸 水 対 策 施策内容 

・雨水管理総合計画に基づいた雨水対策の実施 

・老朽施設の改築に併せた耐震化対策の実施 

・上下水道耐震化計画の実施 

・ＩＣＴ活用、普及啓発活動による接続促進

------------------------- 
※１　ＩｏＴ：「Internet of Things：モノのインターネット」の略称で、あらゆるモノがイン

ターネットとつながる仕組みを意味します。
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（2）地震対策 

能登半島地震を教訓に、災害に強く持続可能な上下水道システムの構築に向

け、対策が必要となる上下水道システムの急所施設や避難所等の重要施設に接続

する上下水道管路等について、上下水道一体で耐震化を推進するための計画を策

定し、着実な実施を行うとともに、老朽化した下水道施設の改築に伴い、今後も

国の交付金事業を活用した耐震化も順次進めていきます。 

また、災害発生時の障害・事故等に迅速に対応し、適切な措置を行うために、

下水道ＢＣＰに基づいた実践的な訓練を関係機関と連携し、非常時に備えた危機

管理体制の確立に努めます。 

 

 

 

 

（3）水洗化率の向上 

下水道事業の経営の安定化・健全化を図るために、より一層、水洗化率の向上

に取り組んでいきます。下水道未接続世帯への臨戸訪問を実施し、多くの皆様が

下水道を利用し、より快適な生活を送って頂くとともに、身近な水環境の保全に

努めます。 

 

 

 

 

 

具体的な

取り組み

◆ 老朽施設の改築に併せた耐震化対策の実施 

◆ 上下水道耐震化計画の実施 

◆ 下水道ＢＣＰに基づいた危機管理体制の運用

 具体的な

取り組み

◆ 下水道台帳等のＩＣＴ活用による下水道の接続推進 

◆ 普及啓発活動等による下水道への接続推進
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（1）老朽化対策 

今後増加していく老朽化した下水道施設の修繕や更新費用の増大、人口減少に

よる下水道使用料収入の減少により、財政状況は窮迫化していくことが見込まれ

ます。 

安定した下水道経営を続けていくためにストックマネジメント計画に基づき、

下水道施設のライフサイクルコスト※1 の低減化や、予防保全による安全性の確保

等、戦略的な維持・修繕及び改築を行い下水道機能の安定化を図り、良質な下水

道サービスを持続的に提供していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
具体的な

取り組み

◆ ストックマネジメント計画に基づく老朽管路施設の定期的な点

検・調査の実施 

◆ 計画的な下水道施設の改築・更新

経営目標２　安定した施設環境

重

点

施

策

維持管理の効率化・ＤＸ化

不 明 水 対 策

環境対策・GX の推進

老 朽 化 対 策 施策内容 
・ストックマネジメント計画に基づく下水道機能の安定化 
・官民連携（ウォーターＰＰＰ）及びＤＸ化により、持続可能な維持管理体制づくり  
・効率的・効果的な不明水対策 
・エネルギー消費量の削減　 
・建設や処理副産物の利活用 
・脱炭素化に向けたエネルギー自立化の可能性、 

　方向性や対策について検討

安定した施設環境5-2

------------------------- 
※１　ライフサイクルコスト：施設における初期建設コストと、その後の維持管理や更新費

用などを含めた生涯費用の総計。
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（2）維持管理の効率化・ＤＸ化 

下水道は生活に欠かせない施設であり、その機能を持続的に確保することが必

要です。広範囲に及ぶ管渠施設と多くの処理場施設を適切に管理していくため、 

より一層の効率化を図り、持続可能な維持管理体制づくりに取り組んでいきます。 

また、現在、処理場等について、民間委託を行っているところですが、官民連

携の形態には、ＰＰＰ/ＰＦＩ※１など様々な手法があり、国が推進する「ウォー

ターＰＰＰ」（官民連携）について、導入の可能性、導入手法の検討を進めていき

ます。　　　 

なお、汚水管の改築にかかる国費支援を受ける要件として、ウォーターＰＰＰ

導入を決定済みであることが令和 9 年度以降に要件化されており、導入に向け

て、早急に検討を進める必要があります。 

加えて、下水道におけるＤＸの推進を図り、下水道事業が抱える課題である、

職員数の減少等による執行体制の脆弱化（人）、老朽化施設の加速度的な増加（モ

ノ）、施設更新費用の増大、人口減少等に伴う使用料収入の減少など厳しい財政状

況（カネ）の解決を図れるよう、手法の検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な

取り組み

◆ 費用対効果を検討した流域下水道への接続推進 

◆ ＰＰＰ/ＰＦＩ手法による官民連携での維持管理・更新の検討 

◆ ＩＣＴの活用による遠隔監視など維持管理の効率化

------------------------- 
※１　ＰＰＰ：「Public Private Partnership：官民連携事業」の略称で、行政が行う各種行政

サービスを、行政と民間が連携し民間の持つ多種多様なノウハウ・技術を活

用することにより、行政サービスの向上、財政資金の効率的使用や行政の業

務効率化等を図ろうとする考え方や概念。 
 
　　　ＰＦＩ：「Private Finance Initiative：民間資金を活用した社会資本整備」の略称で、公

共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力

を活用して行う新しい手法です。PFI は、PPP の手法の一つ。
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（3）不明水対策 

不明水の増加は、維持管理費の増大等様々な問題を引き起こします。管路施設

の老朽化や誤接続等による雨水の流入を未然に防ぐため、不明水流入箇所の調査

を行い、計画的な不明水対策を進めていきます。 

 

 

 

 

 

（４）環境対策・ＧＸの推進 

ＧＸの考え方を取り入れて資源循環型社会の構築を目指し、関係機関と連携し

下水汚泥資源の有効利用などの取組を推進する必要があります。 

下水道では、下水処理の過程で多くのエネルギーを使用しており、温室効果ガ

スを排出しているため、削減に向けた取組が求められます。 

具体的な取り組みの実施にあたっては、小矢部川及び神通川左岸流域下水道を

所管する県及び流域自治体と連携し、他県の先進事例の調査や意見交換を行うこ

とで導入が可能であり、かつ、維持管理コストの削減につながる手法について、

検討を進める必要があります。 

 

 

 

 
具体的な

取り組み

◆ ＴＶカメラ等による不明水侵入箇所の詳細調査 

◆ 有収率の低い地区への重点的な不明水調査の実施

 

具体的な

取り組み

◆ 消費エネルギー量を大幅に削減する最新機材の導入  

◆ 太陽光発電など再生可能エネルギーの導入 

◆ 下水汚泥資源の利用の検討
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（1）経営の健全化 

下水道事業の役割を安定して果たしていくためには、経営基盤の安定化が不可

欠です。人口減少により下水道使用料収入の減少が見込まれますが、単独浄化

槽、汲み取り世帯等への接続促進を進め、使用料収入の確保に努めていきます。 

支出面では、ストックマネジメント計画に基づき、ライフサイクルコストの低

減化と適正な資産管理を進めていきます。 

また、下水道・水道に係る公の責務を果たしつつ、民間活力の事業運営への活 

用可能性を検討します。 

 

 

 

具体的な

取り組み

◆ ストックマネジメント計画に基づいたライフサイクルコストの

低減化 

◆ 下水道への接続促進 

◆ 委託業務の拡大等の調査研究 

◆ 官民連携手法(ＰＰＰ/ＰＦＩ)導入の調査研究 

◆ 射水市下水道事業に関するＰＰＰ/ＰＦＩ 提案窓口の開設 

◆ 他事業体との広域連携の調査研究 

◆ 会計事務や施設維持管理のＤＸ化を積極的に導入・活用 

◆ 各種研修会への職員派遣や、経験ある職員の再任用雇用を実施

施策内容 

・収入確保・経費削減の対策 
・官民連携による経営改善 
・広域的な取り組みの推進 
・積極的な情報発信 
・情報システム等の利活用 
・人材育成と技術継承の推進 
・積極的な組織体制づくり 

経営目標３　次代に引き継ぐ健全な経営環境

重

点

施

策

汚水処理の最適化

情報公開の推進

経 営 の 健 全 化

次代に引き継ぐ健全な経営環境5-3
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（2）汚水処理の最適化 

汚水処理の最適化の取り組みとして広域化・共同化の推進を進めていきます。

太閤山処理区や農業集落排水処理区を近隣の流域下水道に統廃合することにより

広域的な汚水処理を図り、施設更新や維持管理に係るコストを低減していきま

す。包括民間委託の検討を行い維持管理の共同化を図ることにより、従来よりも

少人数で施設管理を行うことも可能になります。 

また、統合を予定している６処理区以外の農業集落排水については、老朽化し

た管路やマンホールポンプ場及び処理場の機能を維持するため、機能強化事業に

取り組みます。 

 

 

 

（3）情報発信の推進 

下水道を利用している皆様の利便性の向上を目指して、利用者のニーズを的確

に把握し、事業に反映させることでより一層の住民サービスの向上に努めます。 

今後も広報誌やホームページを基本とし、市公式ライン等のＳＮＳツールを活

用した配信を通じて、下水道に関する情報を積極的に発信し、情報公開の推進を

図ります。 

 

 

 

 

 

具体的な

取り組み

◆ 施設の統廃合の推進と流域下水道への編入 

◆ 包括民間委託の検討 

◆ 統合しない施設の機能強化事業の取り組み 

◆ 処理場跡地の民間活用

 具体的な

取り組み
◆ 広報誌・ホームページ、ＳＮＳ等での積極的な情報発信
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本市では、施設の改築・更新や浸水対策事業等の必要不可欠な事業を抱えており、 

今後も多額の建設費が必要となります。計画期間内の主要工事計画を以下に示し

ます。 

 

（１）雨水対策 

雨水対策については、雨水管理総合計画に基づき浸水リスク評価により優先度

の高い地区を抽出した上で、雨水対策施設等の整備に係る事業費等を考慮し、当

面・中期・長期の段階に応じた対策を進めていきます。 

財政状況等を踏まえ、当面目標である５年後までは重点対策地区を優先的に進

め、長期目標である 20 年後までは B ランクの地域のうち、優先度の高い地域か

ら事業着手していきます。 

 

表　段階的対策方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 経営戦略

投資の見通し6-1

（出典：雨水管理総合計画）
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★雨水管理総合計画（平成 31 年 3 月策定） 

浸水リスクを評価し、雨水対策施設等の整備に係る事業費等を考慮した結

果、より優先度の高い地区を抽出し、当面・中期・長期の段階に応じた対策方

針を策定しました。 

段階的対策方針の対策内容を実施するための総事業費は 70 億円程度を見込

んでおり、財源の一部として国の交付金を活用しながら、財政状況等を踏まえ

対策を進めます。なお、対策内容については、早期に整備効果を発現させるた

めの手法を検討する等、浸水被害の軽減に向けた効率的な整備に努めます。 

当面目標として優先的に進める方針とした地区において、すべての対策事業

に着手及び完了しています。今後もＳ、Ａランクの重点対策地区を優先的に、

長期目標である 20 年後まではＢランクの地域（ブロック）のうち、優先度が

高い地域から事業着手するものとし、当面・中期・長期の段階に応じた対策方

針を設定しました。 

 

表　段階的対策方針の対策目標及び達成状況（出典：雨水管理総合計画） 

 

 

 

 

 
ランク

当面目標 

2023 年度末

達成状況 

2024 年度末

中期目標 

2028 年度末

長期目標 

2038 年度末

 Ｓ 

重点対策地区

6.0ha 

（23％）

6.0ha 

（23％）

26.6ha 

（100％）

26.6ha 

（100％）

 Ａ 

重点対策地区

18.8ha 

（18％）

18.8ha 

（18％）

87.4ha 

（84％）

103.5ha 

（100％）

 Ｂ 

（継続事業を含む 11 地区）

438.3ha 

（48％）

438.3ha 

（48％）

498.9ha 

（54％）

921.1ha 

（100％）

 
計

463.1ha 

（44％）

463.1ha 

（44％）

612.9ha 

（58％）

1,051.2ha 

（100％）
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「雨水管理方針マップ」 

本計画における浸水対策実施区域、計画降雨（整備目標）、段階的対策方針を

マップ化してとりまとめた「雨水管理方針マップ」を下図に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図　雨水管理方針マップ 

 

対策着手済み
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（２）老朽化対策 

老朽化した下水道施設については、ストックマネジメント計画に基づき各事

業について継続的に整備を進めていきます。安定した下水道経営を行うため、

ストックマネジメント手法を活用した事業費の平準化等により、計画的な改

築・更新を進めていくことで経営の安定化を図ります。 

 

表　老朽化対策事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ストックマネジメント計画 

1）ストックマネジメント計画実施の基本方針 

計画の実施にあたっては、施設のリスク評価を踏まえ、長期的な改築事業

のシナリオを設定し、点検・調査計画及び修繕・改築計画を策定し取り組む

ことにしています。 

これまで長寿命化計画で改築事業を進めてきた新湊（桜町）地区、太閤山

地区には、いまだに陶管や鉄筋コンクリート管が残っていることからその対

策を優先して考えるものとします。 

 

 地区名 事業内容

 汚水改築事業 

新湊地区 

太閤山地区 

市内（新湊、太閤山地区以外） 

農業集落排水区域

新湊地区汚水改築事業（第３期） 

太閤山地区汚水改築事業（第３期） 

市内（新湊・太閤山以外）汚水改築事業 

マンホールポンプ施設改築 

農業集落排水施設機能強化事業

 
雨水改築事業 太閤山地区雨水改築事業（第１期）
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２）ストックマネジメント計画の導入によるライフサイクルコストの最小化 

下水道施設の改築需要の見通しについては、耐用年数を踏まえつつ適切な

点検・調査を行い、施設の状態（リスク）を把握しながら緊急度Ⅰとなる施設

の割合を全体の 50％程度に抑制する等の長期的な改築事業のシナリオを設定

し、今後 100 年間の下水道施設全体の改築の需要を見通しました。 

加えて年間投資額の平準化を図ることも考慮し、優先度が高く布設年度が

古い施設から前倒し実施することとし、事業費ベースでは、現在、年額３億円

を計画していますが、令和 10 年度からは、市総合計画の見直したことに伴

い、年額約９億円を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図　投資額を平準化した段階的な投資による改築の需要見通し（約 750 億円/100 年） 

 

（参考）標準耐用年数で改築需要を見通した場合 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
図　管渠施設 62 年、マンホール形式ポンプ場を 22 年の目標耐用年数の周期で改築し

た改築需要見通し（緊急度Ⅰを発生させない）（2,340 億円/100 年） 
 
 
 
 
 

 

緊急度 
緊急度Ⅰ：速やかな措置が必要な状態（62 年以上経過） 
緊急度Ⅱ：簡易な対応により必要な措置を 5 年未満まで延長できる状態（50～61 年経過） 
緊急度Ⅲ：簡易な対応により必要な措置を 5 年以上まで延長できる状態（10～49 年経過）

目標耐用年数 
管渠施設の目標耐用年数は、全国 56 地方公共団体のデータを整理した国総研（国土技術政策
総合研究所）が提示する健全率予測式から、緊急度Ⅰの状態となる 62 年とし、マンホール形式
ポンプ場は技術資料等を参考にポンプ設備、監視制御設備、負荷設備を 22 年としました。
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（3）投資計画 

計画年度中の事業費の見通しを示します。計画期間中（令和２～11 年度）及

び市総合計画期間中（～14 年度）までの総事業費は約 153 億円で、公共下水

道事業が 116 億円（うち、雨水事業 65 億円）、特定環境保全公共下水道事業

が 26 億円、農業集落排水事業が 11 億円の事業費が必要となります。 

今後、老朽化した下水道施設が増えていくことが見込まれることから、更新

需要に係る事業費の増加が想定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

3,000,000 

（千円）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度
（年度）

建設事業費の見通し 公共汚水 公共雨水 特環 農集

←
実
績
値

（単位：百万円）

建設改良事業 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14

① 雨水対策施設整備

② 汚水管改築

③ 雨水管改築

④ マンホールポンプ施設改築

⑤ 農業集落排水施設機能強化

⑥ 太閤山処理区 流域下水道接続工事

⑦ 農業集落排水施設の流域下水道への統合

事業費計（153億円） 428 632 594 583 1,077 889 1,517 1,179 1,431 1,414 1,372 1,516 2,634

投資計画（建設改良事業計画）



－ 50 － 

第６章　経営戦略

 

 

 

収支の見通しとしては、人口減少等による使用料収入の減少に伴い、経常損益が

減少していくものと見込まれていることから、経営状況はより一層厳しくなること

が予想されます。これらを考慮し、収益的収支及び資本的収支を以下の考え方に基

づき計画しました。 

 

（１）収益的収支計画の考え方 

 

表　収益的収支計画の考え方 

 

 

 項　　　　目 考　　　え　　　方

 

収
益
的
収
支

営業 

収益

料金収入
人口ビジョンに基づく有収水量を推計し、使用

料単価を乗じて算出

 
その他営業収益

総務省繰出基準に基づく一般会計からの繰入金

及び基準外繰入金を推計し計上

 

営業外 

収益

補助金
総務省繰出基準に基づく一般会計からの繰入金

を推計し計上

 長期前受金戻入 固定資産の減価償却見合いで計上

 その他営業外収益 預金利息及び雑収益を計上

 

営業 

費用

職員給与費 職員数は増減なし

 動力費 0.05％の増を見込んで推計

 修繕費 毎年 1.00％の増を見込んで推計

 
その他

処理水量の減少に伴う流域下水道維持管理負担

金の減少を見込んで推計

 
減価償却費

令和 5 年度までの取得資産分に令和 6 年度以

降の取得資産分を加算して推計

 
営業外 

費用

支払利息
令和 5 年度までの借入分に令和 6 年度以降の

借入分を加算して推計

 その他 主に消費税関係

収支の見通し6-2 
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人口減少等による使用料収入の減少に加え、企業債償還額の減少に伴う一般

会計繰入金の減少により、経常利益は年々減少すると見込まれ、将来の事業費

の増加に対する財源不足を料金収入のみで賄っていくことは、下水道料金の急

激な上昇を招くことになることになり、住民負担が大きくなりすぎることか

ら、他の要素も取り入れた上で、総合的にシミュレーションを行っていく必要

があります。 

そのためにも、流域下水道への接続による汚水処理の広域化、ウォーターＰ

ＰＰの導入を検討し、ＰＰＰ/ＰＦＩなど官民連携による維持管理・更新業務の

効率化を図るなど、さまざまな経費削減に努めます。さらには、一般会計から

の繰入金の調整や資本費平準化債の活用も考慮し、世代間の利用者負担の平準

化を図りつつ、財源の確保に努めます。 

しかし、今後一層、改築需要が高まることから、経常損益の改善を見込むの

は困難であり、また、年度途中に資金がショートすることを避けるためにも、

下水道使用料の料金改定に関し、検討を開始する必要があります。 

以下に、本ビジョンの計画期間に加え、市総合計画期間の令和 14 年度まで

の収益的収支と資本的収支の見込みを示します。 

 

 

収益的収支については、令和８年度以降、赤字が続くことが見込まれます。 
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（2）資本的収支計画の考え方 

 

表　資本的収支計画の考え方 

 

資本的収支については、令和７年度から 14 年度までは 5～14 億円の不足額

が見込まれますが、この不足額に対しては、令和 11 年度から資金が底を打

ち、損益勘定留保資金等の補てん財源で補てんできない見込みとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）計画人口の見通し 

 項　　　　目 考　　　え　　　方

 

資
本
的
収
支

資本的 

収入

企業債、国補助金、

工事負担金

射水市総合計画実施計画、雨水管理総合計画に

掲げる工事等における財源を推計し計上 

加えて、資本費平準化債の活用分を計上

 
他会計出資金

総務省繰出基準に基づく一般会計からの繰入金

を推計し計上

 
その他 令和 2 年度予算から計上

 

資本的 

支出

建設改良費
射水市総合計画実施計画、雨水管理総合計画に

掲げる工事等から計上

 
職員給与費

令和 2 年度予算に基づき計上 

（職員数は増減なし）

 
企業債償還金

平成 30 年度までの借入分に令和元年度以降の

借入分を加算して推計

 
その他 令和 2 年度予算から計上
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行政区域内人口の見通しについて、射水市人口ビジョンと整合を図り予測しま

した。 

 

＜ 射水市人口ビジョン ＞ 

本市の将来人口については、射水市人口ビジョン（令和 7 年 3 月）の目標人

口推計を採用しました。今後、人口減少がより一層進んでいくものと見込まれ

ます。 

＜下水道事業ビジョン＞ 

下水道事業における各種実績人口値は 3 月末時点のものであるのに対し、射

水市人口ビジョンは国立社会保障・人口問題調査による 10 月末時点の人口値

を基としているため、それぞれの差を補完する補正係数（5 年間平均値）を乗

じて予測を行っています。 

・補正係数 ＝ 住民基本台帳（3 月末）÷人口ビジョン予測値（10 月末） 

＝ 令和元年～5 年度の平均値：1.01596（採用値） 

・行政人口予測値 ＝ 人口ビジョン予測値 × 補正係数 

 

下水道事業ビジョンで予測した行政人口をグラフとして下図に示します。下

水道事業ビジョン目標年度（令和 11 年度）の行政人口は、86,903 人と予測

されます。平成 21 年度の 96,205 人と比較し 9,302 人（9％）減少する見込

みとなっています。 
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料金収入の元となる水洗化人口の予測を行いました。水洗化人口の実績値は下

水道決算統計（各年 3 月末）、予測値は下水道整備人口および各事業水洗化率の

伸び率から予測（各年 3 月末）しています。 

水洗化率の上昇と行政人口の減少の関係により、令和元年度をピークに減少の

見込みですが、令和 11 年度は 82,384 人となり、平成 21 年度の 79,846 人と

比較し、2,538 人（3％）増加する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道事業について、収益的収支と資本的収支の計画値を次頁より示します。  

投資・財政計画6-3 
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前項までに検討した実績評価および施策の展開により、本下水道事業ビジョンを

進めるために目標とする指標値を以下に示します。 

 

（１）水 洗 化 率 

実際に下水道に接続して水洗化した人口の割合を示し、使用料収入の基礎と

なります。見通しとして、現状（令和５年度）の約 95％から、１％増加させ約

96％（令和 11 年度）となることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）有収率 

処理した汚水のうち使用料徴収の対象となる有収水の割合で、有収率が高い

ほど使用料徴収の対象ではない不明水が少なく効率的です。見通しとして、現

状（令和５年度）の約 75％から 3％増加させ約 78％（令和 11 年度）となる

ことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標とする業務指標値6-4
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（３）自己資本構成比率 

下水道事業は施設の建設費の大部分を企業債（負債）によって調達している

ことから、自己資本構成比率は低いものとならざるを得ませんが、事業経営の

安定化を図るためには、自己資本の造成が必要と考えます。見通しとして、現

状（令和５年度）の約 64％から、1％増加させ約 65％（令和 11 年度）となる

ことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）今後、目標とする下水道の業務指標 

これまでの３つの指標に加え、建設改良に関し、新たに２項目の指標を追加

した。 

表　目標とする下水道の業務指標値 

 
区　分 指標の内容

実績数値 

（R5）

目標数値 

（R11)

 
水 洗 化 率

処理区域内人口のうち、水洗便所を設置し

て汚水処理している人口の割合
95.1％ 96％

 
有　収　率

下水道で処理した汚水のうち、不明水を除

いた使用料収入の対象となる水量の割合
74.7％ 78％

 自 己 資 本 

構 成 比 率

総資本に占める自己資本の割合で、財務状

態の長期的な安全性の指針
63.4％ 65％

 下水道老朽 

管路改善率

敷設から 50 年が経過した老朽管路を更新

し改善した割合
46.0％ 70.0％

 雨水対策事業

整備率

雨水整備対象区域の面積のうち、対策が完

了した区域の面積率
35.0％ 42.0％
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本ビジョンで掲げた重点施策を着実に推進するため、計画策定後もフォローアッ

プを行うことが重要です。業務指標（ＰＩ）などを活用しながら定期的に進捗状況

を確認し、事業の成果や効果を把握することが重要です。 

 

 

本ビジョンは、概ね 10 年の施策を示したものですが、適宜評価・検証を行い、

計画と実績の達成状況に大きな差が生じた場合や、前提となる経営・財政が大幅に

変更となった場合などには、図に示すようなＰＤＣＡサイクルを活用して、必要に

応じて計画の適時見直しを行い、より実施効果の高い施策展開となるよう努めてい

きます。 

 

 

 

 
 

図　射水市下水道事業ビジョンＰＤＣＡサイクル  

Check

ActionPlan

Do

実施（Ｄｏ） 

◆単年度実施計画に基づく 

事業の実施 

◆進捗状況の管理

検証（Ｃｈｅｃｋ） 

◆進捗状況の確認と評価 

◆目標達成状況の確認・検証 

◆新たなニーズの把握

見直し・改善（Ａｃｔ） 

◆評価結果に基づく見直し 

◆次年度の実施計画への反映

計画（Ｐｌａｎ） 

◆ビジョンに基づく 

単年度実施計画の策定 

◆課題の抽出、目的の設定

第７章 進捗管理

計画達成状況の評価7-1

計画の見直し7-2
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